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６ 化管法と環境保全条例 届出の判定フロー図 

 

 

 

 

 
事業者の常用雇用者数(全社)は 21 人

以上ですか？ 

事
業
者
全
体
で
判
断
し
ま
す
  

対象業種（表１ 28 頁参照）に該当

する事業を営んでいますか？ 

対象化学物質（表２ 30 頁参照）は

１ｔ※１以上製造（副生成物を含む。）

していますか？ 

取り扱う原材料、資材等に政令で定め

る製品の要件（表４ 40 頁参照）を

満たしているものがありますか？ 

その原材料、資材等に対象物質は１質

量％※２以上含まれていますか？ 

その対象物質の年間取扱量（製造量、

使用量、及びその他の取扱量の合計）

は１ｔ※１以上ですか？ 

次のものを届出する必要があります。 
〇化管法に基づく対象物質の排出量、 
移動量 

〇環境保全条例に基づく対象物質 
の取扱量 

 

 

 

特別要件を満

たす施設 (表
５ 41 頁参

照 )がありま

すか？ 

届

出

の

必

要
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あ

り

ま
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化管法に基づく対象物質の排出
量、移動量の届出をする必要が
あります。 

工場等の常用雇用者数は 21 人以上で

すか？ 

次のものを届出する必要があります。 
〇化管法に基づく対象物質の 
排出量、移動量 

〇環境保全条例に基づく対象物質 
の取扱量 

〇環境保全条例に基づく特定化学 
物質等適正管理書 

※１ 政令で定める特定第 1種指定化学物質･･･0.5ｔ 
※２ 政令で定める特定第 1種指定化学物質･･･0.1 質量％ 

個
々
の
工
場
等
ご
と
に
判
断
し
ま
す
  


